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「
国
連
気
候
変
動
枠
組
条
約
第
30
回
締
約
国
会
議

（
C
O
P
30
）」の
結
果
に
つ
い
て

１
．は
じ
め
に

ブ
ラ
ジ
ル
・
ベ
レ
ン
に
お
い
て
「
国
連
気
候
変

動
枠
組
条
約
第
30
回
締
約
国
会
議（
C
O
P
30
）」

及
び
関
連
会
合
が
開
催
さ
れ
ま
し
た
。
C
O
P
が

「
ア
マ
ゾ
ン
の
玄
関
口
」ベ
レ
ン
で
開
催
さ
れ
る
こ

と
と
な
り
、「
森
林
」へ
の
関
心
が
高
ま
る
中
、
林

野
庁
か
ら
は
次
長
以
下
4
名
が
参
加
し
ま
し
た
。

C
O
P
30
で
は
、
議
長
国
ブ
ラ
ジ
ル
が
ポ
ル
ト

ガ
ル
語
の「
ム
チ
ラ
オ（
共
同
作
業
、
協
働
、
共
に

働
く
）」
を
テ
ー
マ
に
掲
げ
、「
交
渉
中
心
の
時
代

か
ら
実
施
中
心
の
時
代
へ
の
移
行
」
と
し
て
パ
リ

協
定
の
実
施
の
加
速
と
国
際
協
力
の
進
展
に
関
す

る
議
論
が
行
わ
れ
ま
し
た
。

そ
の
成
果
と
し
て
、
気
候
変
動
緩
和
や
資
金
等

の
締
約
国
間
で
特
に
関
心
の
高
い
事
項
を
横
断
的

2
0
2
5
年
11
月
10
日
（
月
）
か
ら
11

月
22
日
（
土
）
ま
で
、
ブ
ラ
ジ
ル
・
ベ

レ
ン
に
お
い
て
開
催
さ
れ
た
「
国
連
気

候
変
動
枠
組
条
約
第
30
回
締
約
国
会

議（
C
O
P
30
）」及
び
関
連
会
合
等
の

結
果
、
会
期
中
に
開
催
さ
れ
た
森
林

関
連
の
サ
イ
ド
イ
ベ
ン
ト
に
つ
い
て

紹
介
し
ま
す
。

に
取
り
ま
と
め
た
「
グ
ロ
ー
バ
ル
・
ム
チ
ラ
オ
決

定
」が
採
択
さ
れ
ま
し
た
。
ま
た
、「
緩
和
作
業
計

画
」
の
交
渉
に
お
い
て
は
、
森
林
に
関
す
る
事
項

が
議
論
さ
れ
、
採
択
文
書
に
森
林
の
重
要
性
が
明

記
さ
れ
ま
し
た
。「
グ
ロ
ー
バ
ル
・
ム
チ
ラ
オ
決

定
」
と
各
主
要
議
題
の
決
定
を
ま
と
め
て
「
ベ
レ

ン
・
ポ
リ
テ
ィ
カ
ル
・
パ
ッ
ケ
ー
ジ
」
と
呼
ば
れ

て
い
ま
す
。

２
．�C
O
P
30
及
び
関
連
会
合
等

の
結
果

「
ア
マ
ゾ
ン
の
玄
関
口
」で
の
開
催
と
い
う
こ
と

か
ら
、
C
O
P
30
で
は
必
然
的
に「
森
林
」へ
の
関

心
が
高
ま
り
、
交
渉
議
題
や
国
際
的
イ
ニ
シ
ア
チ

ブ
等
に
お
い
て
も
、
森
林
が
多
く
取
り
上
げ
ら
れ

ま
し
た
。

（
1
）森
林
関
連
の
交
渉
議
題

ア　
緩
和
作
業
計
画

「
緩
和
作
業
計
画
」
は
、
2
0
3
0
年
ま
で
の

温
室
効
果
ガ
ス
排
出
削
減
・
吸
収
促
進
の
強
化
を

目
指
し
た
も
の
で
、
そ
の
一
環
と
し
て
年
２
回
の

「
グ
ロ
ー
バ
ル
対
話
※ 

」を
開
催
す
る
こ
と
と
な
っ

て
い
ま
す
。
こ
れ
ま
で
の
グ
ロ
ー
バ
ル
対
話
の

テ
ー
マ
は
、
温
室
効
果
ガ
ス
削
減
や
再
生
可
能
エ

ネ
ル
ギ
ー
導
入
等
が
議
論
の
中
心
で
し
た
が
、

2
0
2
5
年
５
月
に
は
、
C
O
P
30
の
ブ
ラ
ジ

ル
開
催
も
念
頭
に「
森
林
」を
テ
ー
マ
に
開
催
さ
れ

ま
し
た
。

C
O
P
30
で
は
、
グ
ロ
ー
バ
ル
対
話
の
成
果

や
2
0
2
6
年
以
降
の
緩
和
議
題
の
継
続
に
つ

い
て
議
論
が
行
わ
れ
ま
し
た
。
決
定
文
書
に
は
、

グ
ロ
ー
バ
ル
対
話
の
成
果
と
し
て
、
森
林
が
吸
収

源
・
炭
素
貯
蔵
庫
と
し
て
果
た
す
重
要
な
役
割
に

加
え
、
気
候
変
動
対
策
と
生
物
多
様
性
保
全
と
の

相
乗
効
果
、
持
続
可
能
な
森
林
経
営
の
重
要
性
等

が
明
記
さ
れ
ま
し
た
。

イ　
市
場
メ
カ
ニ
ズ
ム（
パ
リ
協
定
第
６
条
）

パ
リ
協
定
の
市
場
メ
カ
ニ
ズ
ム
は
、
締
約
国
が

協
力
し
て
対
策
を
実
施
し
、
得
ら
れ
た
追
加
的
な

排
出
削
減
等
の
成
果
を
国
際
移
転
し
、
協
力
し
た

国
や
企
業
等
で
分
配
・
移
転
で
き
る
仕
組
で
す
。

2
0
2
4
年
の
C
O
P
29
で
は
、
積
み
残
し
と

な
っ
て
い
た
パ
リ
協
定
第
６
条
の
運
用
ル
ー
ル
が

決
定
し
、「
市
場
メ
カ
ニ
ズ
ム
」の
完
全
運
用
化
が

実
現
し
ま
し
た
。
C
O
P
30
で
は
、
各
国
の
実
施

状
況
や
審
査
手
続
き
等
を
中
心
に
議
論
が
さ
れ
、

経
験
共
有
の
た
め
に
非
公
式
対
話
の
開
催
が
決
定

し
ま
し
た
。

林
野
庁
は
、
交
渉
以
外
の
場
に
お
い
て
も
、
パ

リ
協
定
第
６
条
２
項
に
基
づ
く
森
林
分
野
の
二
国

間
ク
レ
ジ
ッ
ト
制
度（
J
C
M
）の
推
進
に
向
け
、

カ
ン
ボ
ジ
ア
等
の
パ
ー
ト
ナ
ー
国
と
意
見
交
換
を

実
施
し
ま
し
た
。

ウ　
そ
の
他

「
グ
ロ
ー
バ
ル
・
ム
チ
ラ
オ
決
定
」は
、
自
然
及

び
生
態
系
の
保
全
・
保
護
・
回
復
の
重
要
性
が
強

調
さ
れ
、
パ
リ
協
定
５
条
に
従
い
2
0
3
0
年

ま
で
に
森
林
の
減
少
・
劣
化
を
停
止
・
好
転
さ
せ

る
取
組
の
強
化
等
が
強
調
さ
れ
ま
し
た
。
そ
の
他

に
も
、
議
長
国
ブ
ラ
ジ
ル
は
、
森
林
の
減
少
・
劣

化
を
停
止
・
好
転
さ
せ
る
た
め
の
「
森
林
ロ
ー
ド

マ
ッ
プ
」を
作
成
す
る
こ
と
を
発
表
し
ま
し
た
。

（
２
）�新
た
に
立
ち
上
が
っ
た
森
林
関
連
の
イ
ニ
シ

ア
チ
ブ

C
O
P
30
で
は
交
渉
以
外
で
も
、
気
候
変
動
対

策
に
関
す
る
国
際
イ
ニ
シ
ア
チ
ブ
が
立
ち
上
げ
ら

れ
ま
し
た
。
我
が
国
は
、
木
材
等
を
活
用
し
て
既

※グローバル対話：�気候変動の緩和に関する各国の知見や課題を共有する対話。年に2回開催され、
2025年５月に「森林」をテーマに開催。林野庁からも知見を共有。

ライトアップされた会場
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 ３
．�サ
イ
ド
イ
ベ
ン
ト
‒
森
林
に
関

す
る
我
が
国
の
情
報
発
信
‒

国
連
森
林
フ
ォ
ー
ラ
ム
（
U
N
F
F
）
が
設
置

し
た
フ
ォ
レ
ス
ト
・
パ
ビ
リ
オ
ン
の
グ
ラ
ン
ド

オ
ー
プ
ニ
ン
グ
に
お
け
る
谷
村
林
野
庁
次
長
の
ス

ピ
ー
チ
を
は
じ
め
、
林
野
庁
か
ら
の
参
加
者
が
８

件
の
サ
イ
ド
イ
ベ
ン
ト
に
登
壇
し
、
持
続
可
能

な
森
林
経
営
と
木
材
利
用
を
通
じ
た
森
林
吸
収
源

対
策
に
関
す
る
林
野
庁
の
政
策
や
取
組
を
積
極
的

存
建
築
物
の
長
寿
命
化
等
を
推
進
す
る
「
責
任
あ

る
木
造
建
築
の
原
則
」、
山
火
事
リ
ス
ク
の
軽
減

と
レ
ジ
リ
エ
ン
ス
強
化
の
取
組
を
推
進
す
る
「
統

合
的
火
災
管
理
及
び
山
火
事
レ
ジ
リ
エ
ン
ス
に
関

す
る
行
動
要
請
」
に
賛
同
し
ま
し
た
。
ま
た
、
熱

帯
林
等
の
保
全
の
た
め
の
新
た
な
基
金
「
ト
ロ
ピ

カ
ル
・
フ
ォ
レ
ス
ト
・
フ
ォ
ー
エ
バ
ー
・
フ
ァ
シ

リ
テ
ィ
ー（
T
F
F
F
）」の
立
ち
上
げ
に
も
賛
同

し
ま
し
た
。

こ
の
よ
う
に
気
候
変
動
対
策
に
お
け
る
森
林
の

役
割
が
決
定
文
書
に
お
い
て
再
確
認
さ
れ
た
こ
と

や
、
森
林
関
連
の
新
た
な
イ
ニ
シ
ア
チ
ブ
が
設
立

さ
れ
た
こ
と
は
、
ブ
ラ
ジ
ル
の「
ア
マ
ゾ
ン
」で
開

催
さ
れ
た
会
議
の
成
果
と
も
捉
え
る
こ
と
が
で
き

ま
す
。

に
発
信
し
ま
し
た
。
特
に
、
都
市
等
に
お
け
る

「
第
2
の
森も

林り

づ
く
り
」、
J
‒
ク
レ
ジ
ッ
ト
制
度

や
木
材
製
品
の
炭
素
貯
蔵
効
果
、
ス
マ
ー
ト
林

業
等
に
つ
い
て
の
情
報
発
信
を
通
じ
、
多
く
の

参
加
者
と
議
論
や
意
見
交
換
を
行
い
ま
し
た
。 

決議採決

責任ある木造
建築の原則

統合的火災管理及び
山火事レジリエンス
に関する行動要請

TFFF

4
．お
わ
り
に

C
O
P
30
で
は
、「
グ
ロ
ー
バ
ル
・
ム
チ
ラ
オ

決
定
」
や
「
緩
和
作
業
計
画
」
に
お
け
る
森
林
減

少
・
劣
化
対
策
の
重
要
性
の
再
認
識
、「
責
任
あ

る
木
造
建
築
の
原
則
」や「
統
合
的
火
災
管
理
及
び

山
火
事
レ
ジ
リ
エ
ン
ス
に
関
す
る
行
動
要
請
」、

「
T
F
F
F
」を
含
め
た
森
林
関
係
の
イ
ニ
シ
ア
チ

ブ
の
立
ち
上
げ
な
ど
、「
森
林
」が
多
く
取
り
上
げ

ら
れ
ま
し
た
。

林
野
庁
と
し
て
は
、
こ
れ
ら
の
交
渉
や
国
際
イ

ニ
シ
ア
チ
ブ
の
立
ち
上
げ
に
関
す
る
議
論
に
貢
献

す
る
と
と
も
に
、
我
が
国
の
持
続
可
能
な
森
林
経

営
と
木
材
利
用
の
促
進
を
通
じ
た
森
林
吸
収
源
対

策
に
つ
い
て
積
極
的
な
発
信
を
行
い
、
プ
レ
ゼ
ン

ス
を
示
す
こ
と
が
で
き
ま
し
た
。

C
O
P
31
は
ト
ル
コ
で
開
催
（
議
長
国
は
オ
ー

ス
ト
ラ
リ
ア
）
さ
れ
、
C
O
P
30
の
議
長
国
ブ
ラ

ジ
ル
に
よ
る「
森
林
ロ
ー
ド
マ
ッ
プ
」に
関
す
る
報

告
な
ど
、
森
林
分
野
の
取
組

に
関
す
る
議
論
や
実
施
の
推

進
が
見
込
ま
れ
ま
す
。
林
野

庁
と
し
て
は
、
国
内
で
の
森

林
吸
収
源
対
策
の
推
進
、
パ

リ
協
定
に
基
づ
く
森
林
分
野

の
J
C
M
の
実
施
、
多
様
な

ア
ク
タ
ー
と
連
携
し
た
森
林

関
連
の
国
際
イ
ニ
シ
ア
チ
ブ

の
推
進
な
ど
を
通
じ
て
、
引

き
続
き
気
候
変
動
対
策
に
貢

献
し
て
い
く
こ
と
と
し
て
い

ま
す
。

谷村林野庁次長によるスピーチ

フォレスト・パビリオンでの意見交換

ジャパン・パビリオンでの情報発信




